
令和８年３月

(1) 奈良県および中和保健所管内の結核の現状

(2)年齢別の発生状況

令和６年の管内の
新規結核患者のうち、
79.5％が65歳以上で
あり、そのうち80歳
以上が48.7％を占め
ています。（図２）
これまでと同様に高齢
者層における結核の割
合は高く推移しており、
引き続き高齢者層への
結核対策が重要です。

全国の結核罹患率は、
令和3年に結核低蔓
延国の水準である
10.0以下に達し、
その後も減少傾向に
あります。
令和6年度に奈良県
で新たに発見された
結核患者（潜在性結
核感染症を除く）は
108名であり、うち
中和保健所では39
名と、全国と同様に
減少傾向にあります。
（図1・表1・表2）



(3)外国出生者の結核

全国的に新規登録患者数に占める
外国出生者の割合は増加しており、
総結核患者の10％以上を占めます。
中和保健所管内においても令和6
年の登録患者数の12.8％（5人）
を占めています（図3）。年齢区分
では、20代～40代と労働年齢に多
く、結核高蔓延国の出身であるこ
とに加え、外国での慣れない生活
環境によって、発病するケースが
多く見受けられます。

(4)予防可能例

予防可能例とは、新規登録患者で菌陽性肺結核患者のうち、結核に関する既存の諸制度が十分活用され、
予防のための方策が効率的かつ適切に行われていれば、新たな感染、発病（または再発）、あるいは重症化
の予防が期待できたと考えられる事例です。予防可能例とされる要因は下記に分類されます。
〈 要因 〉
１ 発見の大幅な遅れ：症状出現から診断まで3か月以上

受診の遅れ：症状出現から初診までおおよそ2か月以上
診断の遅れ：初診から診断までおおよそ1か月以上

２ 健診の長期未受診：65歳以上で最近3年間胸部X線検査未受診

３ 定期健康診断事後管理の不徹底：要精密検査あるいは要治療者の放置

４ 接触者健診の不徹底：高感染性結核患者の濃厚接触者に対するQFT検査（またはツ反）の未実施、
QFT検査等によりLTBIと診断された者に対する治療の不徹底、健診時期の
遅れ等

５ 予防可能例からの二次感染：発見の大幅に遅れた患者からの二次感染等

６ その他：治療拒否・中断者からの感染、院内・施設内感染、結核ハイリスク疾患（糖尿病、腎透
析、免疫抑制状態にある場合等）の放置、管理不良例からの発病等

令和6年中和保健所の予防可能例の該当者は11人（44％）です（図4）。

要因割合をみると「健診の長期未受診」と「発見の大幅な遅れ」で7割を超えています（図5）。

重症化予防のためには「 65歳以上の方は年に1回胸部レントゲン検査を受ける」「咳症状等が2週

間以上続く場合は医療機関を受診する」ことが重要です。



以下の図にあるように、保健所は、医療機関から様々な届出をいただいております。その届出を元に、感染症法に基づき、患者様に対して登録から登録除外
まで、様々な療養支援を行っています。

患者発生

・発生届♦法12条 「結核登録票」作成 ♦法53条の12

・患者や家族、医師等の関係者から、情報収集を実施。
発病の経過、症状、検査結果、治療状況、接触者等情報等を確認。
内服継続のための支援を実施していく。

・患者の初回面接は 感染性の場合、登録後3日以内
非感染性の場合、登録後7日以内 に実施。

・退院届♦法53条の11

・転帰届

抗結核薬剤の内服終了時
(治療中断や患者死亡時にも届出
が必要)
すみやかに提出をお願いします。

・結核の予防又は医療上必要があると認めるときは、治療終了後2年間、再発していないことを確認する
ため、6か月ごとに胸部XP検査等を実施。

発行： 奈良県中和保健所 保健予防課感染症係
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(5)結核発生時の保健所の動きについて

感染性有りの場合、必要に応じて実施・入院届♦法53条の1

・公費負担申請書♦法37条

・公費負担申請書 ♦法37条の2

結核に関する必要な届出 結核に関する主な保健所業務の流れ(患者対応)

外来治療開始

退院

治療終了

入院治療開始

地域での服薬支援

・就業制限、入院勧告 ♦法第18条、19条、20条
・感染症の診査に関する協議会の開催 ♦法第24条
・接触者健康診断要否検討会

・接触者健康診断 ♦法第17条
（目的）感染源の確認と2次感染予防
（内容）QFT検査、胸部レントゲン検査、ツベルクリン反応検査

※DOTS（directly observed treatment short-course）直接服薬支援療法
確実な内服により最小限の治療を実現するため、保健所や家族をはじめ、関係機関の連携のもと、支援
者が直接内服確認をして治療を支援すること。

管理検診

登録除外

登録

診断後直ちに届出が必要
(潜在性結核感染症についても同様)

保健所受理日から公費適用

入院後７日以内に届出が必要

退院後７日以内に届出が必要

保健所受理日から公費適用

♦法53条の13

・家庭訪問指導 ♦法53条の14 


